
令和６年度 退職事務説明会 実施要項 
 

１ 目 的     宮城県教職員生涯生活設計推進計画に基づき、退職時及び退職後に必要な諸制度につい

て周知を図るとともに、事務手続きに必要な知識や情報を提供する。 

 

２ 主 催    宮城県教育委員会・公立学校共済組合宮城支部 

 

３ 対 象 者     令和６年度末及び令和７年度末退職予定者、退職事務担当者で希望する教職員 

（ただし、仙台市教育委員会の教職員を除く。） 

 

４ 日時・会場・定員 

開 催 日 会 場 時 間 定 員 

１１月２２日（金） 大崎合同庁舎１階・大会議室 午後のみ １００名 

１２月 ４日（水） 宮城県庁２階・講堂 午前・午後 各１５０名 

１２月 ９日（月） 宮城県庁２階・講堂 午前・午後 各１５０名 

原則、先着順としますが、定員を超える申込みがあった場合、令和６年度末退職予定者を優先して決定

します。 

 

５ 日程及び内容 

午  前 午  後 内     容 

９：１０～ ９：３０ １３：４０～１４：００ 受 付 

９：３０～ ９：３５ １４：００～１４：０５ 開 会 

９：３５～１０：１０ 

   （３５分） 

１４：０５～１４：４０ 

    （３５分） 

退職手当について 

担当：福利課企画管理班 

概要、支給までの流れ等 

１０：１０～１０：４０ 

   （３０分） 

１４：４０～１５：１０ 

（３０分) 

退職後の医療保険制度について 

担当：公立学校共済組合宮城支部給付班 

任意継続組合員制度等 

１０：４０～１０：５０ １５：１０～１５：２０ 休 憩 

１０：５０～１１：３０ 

   （４０分） 

１５：２０～１６：００ 

    （４０分） 

年金について 

担当：公立学校共済組合宮城支部給付班 

概要、資格喪失時の手続き、老齢年金制度等 

１１：３０～１１：３５ １６：００～１６：０５ 閉 会 

 

６ 服務上の取扱い 

  （１）  県立学校教職員及び教育庁等職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和 26 

年宮城県条例第８号）第２条第２号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。免除手続き

は、平成 13 年 3 月 27 日付け教第５０６号（教育長通知）に基づき実施通知による包括承認とする。 

 なお、退職事務担当者については、公務のため出席する場合には出張扱いとする。 

  （２） 市町村立学校等の教職員については、当該市町村の定めによる。 

  （３） 他の団体の職員については、当該団体の定めによる。 

 

７ そ の 他 

（１） 参加者の決定については、後日書面により各所属宛て通知します。 

（２） 説明会の資料は、開催日の１週間前までに福利課のホームページに掲載します。各自、印刷の上、

御持参ください。 


